
「地域における認知症ケアの拠点としてのグループホーム」
第１１回認知症医療介護推進フォーラム 公益社団法人日本認知症グループホーム協会 副会長 唐澤 剛
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【出典】厚生労働省ホームページ 1



※認知対応型共同生活介護の請求事業所数 14079か所 （厚生労働省「介護給付費等実態統計・令和4年審査分」）
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認知症施策推進大綱（令和元年６月18日 認知症施策推進関係閣僚会議）

３．医療・ケア・介護サービス・介護者への支援（抜粋）

（３）介護サービス基盤整備・介護人材確保・介護従事者の認知症対応力向上の促進

特に認知症高齢者グループホーム（認知症対応型共同生活介護）については、認知症の人

のみを対象としたサービスであり、地域における認知症ケアの拠点として、その機能を地域に

展開し、共用型認知症対応型通所介護や認知症カフェ等の事業を積極的に行っていくことが

期待される。
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共生社会の実現を推進するための認知症基本法（抄）（令和五年法律第六十五号）

第三章 基本的施策
第十四条（認知症の人に関する国民の理解の増進等）
第十五条（認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進）
第十六条（認知症の人の社会参加の機会の確保等）
第十七条（認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護）
第十八条（保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等）
第十九条（相談体制の整備等）
第二十条（研究等の推進等）
第二十一条（認知症の予防等）
第二十二条（認知症施策の策定に必要な調査の実施）
第二十三条（多様な主体の連携）
第二十四条（地方公共団体に対する支援）
第二十五条（国際協力）



地域における認知症ケアの拠点としてのグループホーム

（１）グループホームが積み上げてきた認知症ケアのノウハウ等を在宅で生活する認知症の人及び家

族の支援にも役立てたい。

例えば、○在宅で生活する認知症の人及び家族などへの相談・支援

○認知症カフェなどの居場所づくり

○若年性認知症の人への積極的な対応（他では対応困難な方への対応）

○共用デイ、短期利用などの在宅サービス

など、認知症グループホームの知識、経験、人材等の専門性を活かした取り組みが考えられる。

（２）より多くの地域住民に認知症のことを理解してもらいたい。～入居者の「当たり前の暮らし」を支え

ていくために。

例えば、○認知症サポーター養成講座の開催

○職場体験プログラム等の開催

○認知症に関する市民向けセミナーの開催

○ＳＯＳネットワークへの参加

など、認知症の人にやさしいまちづくりへの取り組みが考えられる。

（３）地域住民との相互関係（お互い様の関係）がすべての活動のベースに。

例えば、○運営推進会議の開催（地域住民との顔の見える関係づくり）

○地域の行事、自治会等への協力・参加

○農作業、公園清掃、防犯パトロールなど（入居者の社会参加活動）

○福祉避難所としての活用（災害時の防災拠点）

など、地域住民の一員としての地域に根差した取り組みが考えられる。

参考資料：平成26年度厚生労働省老健事業「地域包括ケアシステムにおける認知症ケア相談・支援事業推進における認知症GHの活用・機能強化に関する調査研究事業」（2015年3月／日本GH協）
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取組事例①（グループホームすずらん、すずらん紡、すずらんあかり、すずらん日向/福島県）

○認知症伴走型支援事業（市からの受託）

（令和３年度より「認知症総合戦略推進事業」として創設）

・令和３年１２月より事業開始。

・来所、電話、メール相談のほか、訪問による相談

も実施。

・地域のコミュニティＦＭでも番組を持ち、認知症に

関する様々な内容を伝えるとともに、相談窓口と

しての周知も行っている。

○小・中学生認知症サポーター養成事業

・平成２０年より近くの小学校とサポーター

養成講座をスタート。

・現在は、市内、隣市の５つの小・中学校で

実施。約１，５００人のサポーターを養成。

・講座とＧＨ訪問のセットで実施。

・地域づくりには子どもたちは欠かせないキー

であると考えている。

○ハプニングラーメン

・令和元年６月よりオープン。

・グループホームや認知症デイサービスを利

用されている方が、一般の方を対象にした

ラーメン店でスタッフとして働く。

・市内にある中華料理店の協力を得て、定休

日に実施（不定期）。

○その他、

認知症カフェ（毎月開催）、ＳＯＳネットワーク

の構築、認知症に関する市民向けセミナーな

どを、行政、市社協、他事業所とともに実施。
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取組事例②（グループホームサンフラワー/北海道）

○居場所づくり （法人内の他事業所と協力して実施）

●予防型カフェ

・第１、第３土曜日の午前中に開催。

・認知症予防を実施。

●相談型カフェ

・第２土曜日の午前中に開催。

・認知症相談を実施。

※場所は市の健康センター

●地域ネットワーク型カフェ

・第３金曜日の夜に開催。

・医療介護従事者との

ネットワークの構築

※場所は法人内の養護老人

ホーム

予防型カフェ 相談型カフェ

○認知症地域支援推進員の配置

・平成２７年より市から受託

・地域包括支援センターと連携し、認知症ケ

アパスを作成

・地域ケア会議への参加

・認知症専門相談事業の実施

・認知症初期集中支援チームへの参加

などに取り組む。

○短期利用認知症対応型共同生活介護

（緊急時利用含む）

・平成２１年度より実施

・定員を超えての緊急時短期利用（平成３０年

度改定より「個室」にて可能）も、利用されて

いないスペースを改修して実施。

・他の事業所で受け入れ困難な利用者も積極

的に受け入れている。

○その他、

認知症サポーター養成事業や市のＳＯＳネッ

トワーク、チームオレンジ、看護学生の実習

受け入れなどにも協力している。
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地域ネットワーク型カフェ

※写真は本人より承諾を得たうえで掲載
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社会福祉法人サン･ビジョン 職員数約2700名 施設数38ヶ所（愛知県、岐阜県、長野県）

事業数152事業 グループホーム13か所 7


